
 

議 案 第 ９ ６ 号  

 

 

 

富士見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定に 

ついて 

 富士見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

  令和２年１１月２４日提出 

 

 

 

                     富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 

提 案 理 由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２３条の規定に基づき、教育に関する

事務のうち、市長が管理し、及び執行する事務を定めるため、富士見市教育に関する

事務の職務権限の特例に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１項第

１号の規定により、この案を提出します。 

  



 

富士見市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２３条

第１項の規定に基づき、同項第２号及び第３号に掲げる教育に関する事務は、市長が

管理し、及び執行することとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（富士見市スポーツ推進審議会条例の一部改正） 

２ 富士見市スポーツ推進審議会条例（昭和５２年条例第７号）の一部を次のように

改正する。 

第２条中「富士見市教育委員会（以下「教育委員会」という。）又は」及び「教 

育委員会又は」を削る。 

第４条第１項中「次の各号に掲げる者の中から教育委員会が、市長の意見を聴い 

て任命する」を「次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する」に改める。 

第６条第１項中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第８条中「教育委員会事務局社会体育担当課」を「協働推進部」に改める。 

第９条中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （富士見ガーデンビーチ条例の一部改正） 

３ 富士見ガーデンビーチ条例（平成１７年条例第７号）の一部を次のように改正す

る。 

  第３条第４号中「教育委員会」を「市長」に改める。 

 （富士見市立市民総合体育館条例の一部改正） 

４ 富士見市立市民総合体育館条例（平成１７年条例第３３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第４号中「富士見市教育委員会（以下「教育委員会」という。）」を「市 

長」に改める。 

第４条ただし書及び第５条ただし書中「教育委員会」を「市長」に改める。 

第７条第１項第３号及び第１１条中「教育委員会規則」を「規則」に改める。 


